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1. 問題と目的 
本研究は、犯罪被害者のうち死亡事件の遺族1に

焦点を当て、裁判に対する満足度や、司法に対す

る信頼の過程を検討する。その上で、近年、日本

の刑事裁判に導入された、「意見陳述制度」と「被

害者参加制度」という、被害者による 2つの裁判

関与制度の効果に着目する。 

 

意見陳述制度と被害者参加制度 

刑事訴訟法改正 (2000年) により、被害者が事

件に関する意見や心情を法廷で述べることを認め

る「意見陳述制度」が始まった。事件の当事者で

ある被害者は当然、裁判のプロセスや結果に対し

重大な関心を有しているが (甲斐・神村・飯島, 

2001a)、刑事手続き上は当事者として位置づけら

れていない。そのため、本制度の導入以前は「単 

                                                        
 
1 犯罪被害者等基本法 (第 2条) では、「犯罪等に
より害を被った者及びその家族又は遺族」を包括

的に「犯罪被害者等」と呼称しているが、本研究

では「被害者」と総称し、区別する必要があると

きには「遺族」「故人」などと明記する。 

なる参考人、証人として蚊帳の外に置かれ」てき

た (髙井・番, 2005, p.i)。本制度は、このような状

況を改善し、裁判が被害者の心情にも配慮するこ

とを示すことにより、刑事司法に対する被害者や

国民の信頼の向上をもたらすことが期待された 

(甲斐他, 2001b)。その後、犯罪被害者等基本法 

(2004年) や、その具体的方策を示した犯罪被害者

等基本計画2 (2005年) など、刑事司法における被

害者の立場を明文化した新法などの制定を経て、

2007年の刑事訴訟法改正により、被害者による裁

判参加制度 (「被害者参加制度」) が導入された。

本制度は、殺人など重大事件の被害者に対して裁

判参加を認める制度であり、裁判所から許可され

た被害者は、検察官の補助的な立場として法廷内

に着席することができるとともに、別途裁判所の

許可を得て、被告人や情状証人に質問したり、事

実あるいは法律の適用に関する意見を述べたりす

ることが認められる。この制度の導入によって、

                                                        
 
2 基本計画では、刑事司法が被害者の権利利益の回
復にとっても重要な意義をもち、その意味で刑事司

法は被害者のためにもあると明記された。 
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刑事手続きが事件の両当事者の主張を取り入れた

ものとなり (京野, 2007)、被害者や国民の刑事司

法に対する信頼向上につながることが期待されて

いる (大谷, 2007)。 

このように、意見陳述制度と被害者参加制度3の

導入は、刑事司法に対する被害者や国民の信頼を

深めるものと期待されており、両制度を評価する

上では、上記目的の達成状況を把握する必要があ

るといえるだろう。本研究では、司法制度に対す

る被害者の信頼や満足度を対象とし、両制度を利

用した被害者と利用しなかった (利用することの

できなかった) 被害者との比較を行い、制度利用

者の司法信頼や裁判満足度が相対的に高いかどう

かを検証する。 

以下ではまず、類似の制度をめぐる国外の先行

研究を概観し、その上で本研究の枠組みを検討す

る。 

 

裁判・司法制度に対する被害者の満足と信頼 

先行研究では、被害者の裁判関与が司法制度に

対する満足度に及ぼす効果が主に検証されている。

制度の効果に対して否定的な結果を示すものとし

ては、アメリカにおける Davis & Smith (1994) と、

オーストラリアにおける Erez, Roeger, & Morgan 

(1994) の研究がある。前者では (Davis & Smith, 

1994)、強盗などにより被害者が受けたインパクト

をまとめた書面 (Victim Impact Statement: 以下

「VIS」とする) が裁判関係者に提出されたときと

そうでないときで、司法制度に対する被害者の満

                                                        
 
3 両制度の内容や制定経緯は、甲斐他 (2001a; 
2001b)、白木 (2007) など、また裁判参加制度を
めぐる様々な議論は、川出 (2007) や椎橋 (2008) 
に詳しい。 
 

足度に違いはみられなかった。Erez et al., (1994) 

の研究でも同様の結果が確認されている。 

制度に対して肯定的な結果も報告されている。

ポーランドでは、被害者の刑事手続き関与が司法

制度に対するその満足度と関連することが明らか

にされており (Erez & Bienkowska, 1993)、カナダ

では、裁判への出席が一般的な判決に対する被害

者の受容を増やすことが確認されている (Hagan, 

1982)。また、スコットランドで実施されたパイロ

ット調査では、司法制度に対する被害者の態度が、

裁判に関与することで好転しうると結論付けられ

ている (Chalmer, Duff, & Leverick, 2007)。 

以上のとおり、被害者の裁判関与は司法制度に

対する満足度を高めうることが示唆されているも

のの、結果は必ずしも一貫していない。さらに、

他国の研究結果に基づき、日本でも同様の結果が

得られると予測することについても、被害者によ

る意見表明の方法や、検討されている罪種が異な

るという点で、問題があるといえるだろう。先行

研究が主に検討しているのは、VIS、すなわち、

被害者が犯罪によって受けた様々なインパクトの

裁判所に対する表明であるが、VISの原則が書面

提出であるのに対し、日本の制度は、質問を含む

法廷での発言を原則としている。また、日本にお

ける裁判関与は、意見陳述制度の申出者のうち約

7割が遺族であるように、死亡事件で多く利用さ

れているのに対し (大谷, 2007)、先行研究はすべ

て被害者本人、つまり非死亡事件を対象としてい

る。このような理由から、我が国固有の制度を評

価するにあたっては、制度利用者と不利用者の比

較という枠組みを踏襲しつつ、改めて実証的に検

討する必要があるだろう。 
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被害者の満足と信頼の規定因 

すでに示したとおり、意見陳述制度と被害者参

加制度は、司法制度に対する被害者の信頼向上に

資することが期待されている。そのため、両制度

の目的の達成状況を検討するためには、先行研究

で検討されている被害者の裁判満足度とそのプロ

セスのみならず、司法制度に対する信頼とプロセ

スにも着目する必要がある。それでは、いったい

どのような要因が、裁判結果や司法制度に対する

被害者の満足と信頼の向上を促進するのであろう

か。ひとつには、被害者がもっとも密に接触する

裁判関係者である検察官の対応を挙げることがで

きるだろう。Leverick et al., (2007) の調査では、司

法制度を改善するために必要な対応として、「検察

官からの接触や支援を増やすこと」「裁判進行につ

いての情報や裁判でのサポートを増やすこと」「被

害者の視点を考慮すること」などを被害者が挙げ

ている。これらは主として検察官に期待される役

割であるが、このような要望が提出されていると

いうことは、現状ではこれらの対応が十分になさ

れていない可能性を示している。事実、検察官の

対応に関する被害者の肯定的評価の割合 (43%) 

は警察官 (71%) に比べて低く (Leverick et al., 

2007)、上記の「裁判支援」「情報共有」「被害者視

点の配慮」といった対応が、検察官に対する被害

者の評価と関連していることが推察されるのであ

る。そして、検察官に対する被害者の評価は、裁

判に対する満足度や司法制度に対する信頼にも影

響を及ぼすだろう。裁判結果に対する満足上、VIS

の効果が見いだされなかった研究 (Davis & Smith, 

1994) では、検察官に対する被害者の信頼も測定

されたが、ここでもやはり VISの効果は確認され

ていない。このように、被害者の裁判結果に対す

る満足度や司法制度への信頼は、検察官に対する

肯定的な評価に規定される側面があると予測され

る。 

 なお、「裁判支援」「情報共有」「被害者視点の配

慮」に相当する検察官の役割としては、「裁判での

代弁」「裁判内容の都度説明」「裁判期日の決定に

おける被害者の都合の配慮」を挙げることができ

るだろう。これらはいずれも、両制度、特に被害

者参加制度による改善効果が期待される内容であ

る。すなわち、連携・協力関係の構築が必須とな

った被害者 (川出, 2007; 瀧川, 2008) に対し検察

官は、被害者の視点を反映させた発言をより法廷

で行い、裁判内容をより頻繁に説明するようにな

っているだろう。また被害者参加制度が導入され

る前、被害者には「裁判期日の決定時には自分た

ちの都合も配慮してほしい」との要望があった  

(犯罪被害者のための施策を研究する会, 2004)。原

則として期日は裁判所と検察官、弁護人によって

決定されていたためであるが (番・武内・佐藤, 

2006)、この状況は被害者参加制度の導入によって

変化し、検察官は以前より被害者の都合に配慮す

るようになっている可能性がある。そして、この

ような検察官の対応は、検察官に対する被害者の

肯定的な評価につながっているだろう。 

VISは、被害者が刑事司法関係者から尊厳ある

処遇を受けることを保証するものであるとの指摘

があるが (Sanders, Hoyle, Morgan, & Cape, 2001)、

日本における被害者の裁判関与制度についても、

同様のことを指摘することができる。すなわち、2

つの裁判関与制度は、検察官の被害者に対する配

慮的対応を増やし、このことは検察官に対する肯

定的評価を通じて、裁判結果に対する被害者の満

足感や、刑事司法に対するその信頼の向上をもた

らすだろう。なお、検察官の行動指標を取得する

ことは方法上困難であるため、本研究では、検察

官の対応をめぐる被害者の認知を検討することと

する。 

検察官の対応認知と肯定的評価の他に、裁判結

果の満足度と司法制度への信頼に寄与する要因と
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して、自身の刑事裁判を通して事件の真相究明が

なされたという被害者の認知を挙げることができ

るだろう。被害者が刑事裁判に期待する内容は多

岐にわたるが、一般的に被害者は、事件の真相を

究明するために刑事裁判に出廷することを義務と

みなしている (内閣府, 2010)。このように、自身

の刑事裁判を通じて、事件の真相、具体的には、

事件の背景や加害者の人物に対する理解を深める

ことができたと被害者が認識するならば、その裁

判の結果に対する被害者の満足度は向上し、さら

には、司法制度に対する信頼向上がもたらされる

可能性がある。また、被害者が事件の背景や加害

者の人物像に対する理解を深める上では、被害者

が主体的に刑事裁判に関与すること、すなわち、

被告人に質問することが有益であると考えられる。

したがって、「裁判を通して事件の背景や加害者の

人物に対する理解を深めることができた」と被害

者が認知する程度は、被害者参加制度を利用した

被害者においてもっとも高くなることが予測され

る。 

 

本研究の目的 

以上の議論に基づき、本研究では、刑事裁判に

よって事件の真相究明が果たされたという被害者

の認知と、検察官の対応をめぐる被害者の認知が

検察官に対する肯定的評価を介して、自身の裁判

結果に対する満足度や司法制度に対する信頼をも

たらすと予測し、これを検証する。その上で、意

見陳述制度と被害者参加制度の目的達成状況を確

認するため、制度が上記のプロセスに及ぼす効果

を検証する。 

なお本研究は、被害者のうちとくに遺族を対象

とするが、これは、意見陳述の申出人員のうち約

7割が遺族であること (大谷, 2007) にもとづいて

いる。 

2. 方法 
 

調査協力者と手続き 

2011年 10月から 2012年 7月にわたり、死亡事

件の遺族を対象として、主として郵送法による匿

名の自記式調査を行った。国内複数の犯罪被害者

団体や、被害者支援を行う弁護士のネットワーク

などを通じて、会員や依頼者である遺族 798名に

依頼状と調査票を送付した4。調査票の回収件数は

244であった (回収率 30.57%)。調査協力者の内訳 

(表 1) は、未解決事件の遺族が 12名、不起訴とな

った事件あるいは略式命令請求された事件の遺族

が47名、少年審判となった遺族が10名であった。

さらに、主たる被疑者が起訴され、少なくとも第

一審が終結した事件の遺族は合計 175名おり、そ

の内訳は、被害者参加制度を利用した遺族が 18

名、意見陳述制度を利用した遺族が 80名、両制度

とも不利用の遺族が 77名であった。 

表 1 調査協力者の内訳 

  Ｎ % 

未解決 12 4.9 

不起訴・略式 47 19.3 

少年審判 10 4.1 

被害者参加制度 18 7.4 

意見陳述制度 80 32.8 

制度利用なし 77 31.6 

合計 244 100.0 

 
                                                        
 
4 ひとつの被害者団体に対しては、その要望に基
づいてインターネット調査を実施した。具体的に

は、郵送による調査票と同一の設問を提示した専

用ホームページを開設し、団体事務局を通じて当

該アドレスを会員に配布の上、オンライン上で回

答を得た (この方法で回答を寄せた遺族は 22名
である)。また、要望のあった高齢の遺族 1名に
は、調査実施者が調査票の設問を読み上げ、回答

を記入していく構造化面接を行った。 
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なお、被害者参加制度を利用した遺族のうち 16

名が意見陳述制度を併用していた。 

調査票には、個人情報の管理と守秘義務を徹底

すること、回答は任意であり、途中で回答をやめ

ることも可能であることを明記した。 

 

調査票の構成と設問 

事件の詳細 被害者 (故人) との関係、事件発

生時期、被害者と加害者の面識の有無・起訴時の

主たる罪名・被告人が有罪の場合の刑罰・有期懲

役の場合の量刑年数 (いずれも第一審が終結した

刑事事件のみ) を尋ねた。 

 調査協力者の属性 性別、年代、配偶者の有無、

有給の職業に就いているか否かを尋ねた。 

 検察官の対応認知 もっとも頻繁に会ってい

た担当検察官について、「公判の日程を決めるとき、

こちらの都合に対する配慮があった (日程配慮)」、

「公判ごとに、その日の予定や内容について説明

してくれた (説明)」、「こちらの言いたいことを公

判で代弁してくれた (代弁)」の3項目を5件法 (「1.

まったくそう思わない」から「5.とてもそう思う」) 

で尋ねた。 

検察官に対する評価 担当した検察官につい

て、「被害者の名誉や尊厳に対する配慮があった」、

「信頼できる」、「感謝している」の 3 項目を各 5

件法 (同上) で尋ねた。 

裁判を通して実現したこと 裁判で実現され

たこととして以下の 8項目を設定した。「事件のこ

とを知ることをできた」、「被害者にどんなことが

起きたのかを知ることができた」、「被害者の最期

の様子を知ることができた」、「なぜ自分や家族が

被害にあわねばならなかったのか知ることができ

た」、「なぜ加害者がそんなことをしたのかを知る

ことができた」、「加害者がどんな人間なのか知る

ことができた」、「加害者がこれからどのような償

いをしようをしているのかを知ることができた」、

「裁判によって加害者にふさわしい刑罰が下され

た」をそれぞれ 5 件法 (「1.まったく実現しなか

った」から「5.とても実現した」) で尋ねた。 

また、被害者参加制度と意見陳述制度を利用し

た遺族のみを対象とした設問として「加害者や証

人がウソをついたらそれを指摘する」を 5件法で

尋ねた (同上)。 

裁判結果に対する満足度 裁判の結果につい

て「加害者が犯した罪に見合う判決が与えられた」、

「遺族の心情や意見が反映された法的判断だっ

た」、「被害者の名誉や尊厳は守られた」、「裁判官

にはこちらの気持ちが伝わった」の 4項目をそれ

ぞれ 5件法 (1.「まったくそう思わない」から「5.

とてもそう思う」) で尋ねた。 

以上の設問は、少なくとも第一審が終結した刑

事事件の遺族を対象としたものである。 

司法制度に対する信頼 司法制度一般につい

て、「司法は被害者・遺族にとって信頼できる」を

5件法 (同上) で尋ねた。 

心理的ストレス 事件に起因する心的外傷ス

トレス症状につき、以下の項目 (IES-R：改訂出来

事インパクト尺度: Asukai, Kato, & Kawamura  et 

al., 2002) を尋ねた。「どんなきっかけでも、その

ことを思い出すと、そのときの気もちがぶりかえ

してくる」、「睡眠の途中で目がさめてしまう」、「別

のことをしていても、そのことが頭から離れない」、

「イライラして、怒りっぽくなっている」、「その

ことについて考えたり思い出すときは、なんとか

気を落ち着かせるようにしている」、「考えるつも

りはないのに、そのことを考えてしまうことがあ

る」、「そのことは、現実には起きなかったとか、

現実のことではなかったような気がする」、「その

ことを思い出させるものには近寄らない」、「その

ときの場面が、いきなり頭にうかんでくる」、「神

経が敏感になっていて、ちょっとしたことでどき

っとしてしまう」、「そのことは考えないようにし
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ている」、「そのことについては、まだいろいろな

気持ちがあるが、それには触れないようにしてい

る」、「そのことについての感情は、マヒしたよう

である」、「気がつくと、まるでそのときにもどっ

てしまったかのように、ふるまったり感じたりす

ることがある」、「寝つきが悪い」、「そのことにつ

いて、感情が強くこみあげてくることがある」、「そ

のことを何とか忘れようとしている」、「ものごと

に集中できない」、「そのことを思い出すと、身体

が反応して、汗ばんだり、息苦しくなったり、む

かむかしたり、どきどきすることがある」、「その

ことについての夢を見る」、「警戒して用心深くな

っている気がする」、「そのことについては話さな

いようにしている」の合計 22項目を 5件法 (「1.

まったくなし」から「5.非常に」) で尋ねた。 

以上の設問はすべての遺族を対象とした。 

3. 結果 
 

全体結果 

調査協力者の属性 性別は、男性が 89 名

(37.4%)、女性が 149名 (62.6 %) となっており、

年代では 50歳代、60歳代が約 6割を占めていた 

(図 1)。 

 

 

図 1 回答者の年齢分布 (n=237) 

 

配偶者の有無については、「いる」と答えた人が

171 名 (71.8%)、「いない」と回答した人が 67 名

(28.2%) であった。有給の職業に就いているかど

うかについては、「就いている」と回答した人が

126名 (52.7%)、「就いていない」と回答した人が

113名 (46.3%) であった。 

被害の詳細 故人 (亡くなった被害者) との関

係については、子どもを亡くした人がもっとも多

く、169 名と全体の 69.3%を占めていた。被害発

生時期は 1973 年～2011 年と幅がみられ、もっと

も人数が多かったのは 2002 年であった (n=20, 

8.5%)。また、起訴時の主たる罪名 (第一審が終結

した刑事事件のみ) の分類をみると、交通事犯が

66%、暴力犯罪 (殺人、傷害致死など) が 34%で

あった。 

司法制度に対する信頼 「司法は被害者・遺族

にとって信頼できる」という設問に対して、調査

協力者の内訳別に平均値比較したものを図 2に示

す。全体の平均値は 1.98であった。もっとも評定

が高かったのは、被害者参加群であり (M=2.50)、

次に高かったのが意見陳述群である (M=2.30)。協

力者の内訳を独立変数、司法制度に対する信頼を

従属変数とする一元配置分散分析を行ったところ、

有意な群間差がみられた (F(5,221)=4.88, p<.001)。

Turkey の HSD 法 (5%水準) による多重比較を行

ったところ、被害者参加群と意見陳述群は制度利

用なし群より、意見陳述群は略式・不起訴群より

有意に値が高くなっていた。 

心理的ストレス 対象者の IES-R得点の分布を

図 3に示す (22項目の Cronbachのアルファは.92

であった)。平均値は 42.7 点であり、心的外傷後

ストレス症状ハイリスクである IES-R得点25点以

上の遺族は、84.4％と非常に高率であった。調査

協力者の内訳による IES-R得点の差はみられなか

った。  
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図 2 司法制度に対する信頼における調査協力者の内訳比較 (ANOVA, n=227) 
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刑事裁判群の結果 

ここでは、被害者による裁判関与制度利用の

効果を検証するため、刑事裁判を経験した「被

害者参加群 (n=18)」、「意見陳述群 (n=80)」、「利

用なし群 (n=77)」の 3群に限定して分析を行っ

た。 

起訴罪名 起訴時の主たる罪名の中でもっ

とも多かったのは、業務上過失致死で全体の

50%、次に殺人もしくは傷害致死が 25.0％、続

いて自動車運転過失致死が 12.5％であった (表

2)。 

被害者と加害者の面識 事件前に被害者と

加害者が顔見知りであったか否かについては、

「面識あり」のケースが 48 件 (28.1%)、「面識

なし」のケースが過半数であり、122件 (71.3%) 

であった。 

 

表 2 起訴罪名内訳 

  度数 ％ 

危険運転致死 6 3.6 

業務上過失致死 84 50 

自動車運転過失致死 21 12.5 

殺人・傷害致死 42 25 

強盗殺人致死 12 7.1 

強姦殺人・致死 3 1.8 

合計 168  

 

刑罰と量刑年数 第一審判決で言い渡され

た刑罰の中でもっとも多かったのは有期懲役 

(38.8%) であり、量刑年数の内訳は図 4 のとお

りである。1年以下の懲役が多く、5年以下が過

 

図 3 IES-R得点の分布(n=199) 
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半数 (53.7%) を占めていた。 

 

 
図 4 量刑分布 

 

次に、裁判手続きに関する以下の項目ごとに

一元配置分散分析による平均値比較を行った。

有意な群間差がみられた項目について、以下に

結果を示す。なお、多重比較は Turkey の HSD

法 (5%水準) によって行った。 

検察官の対応認知 裁判における担当検察

官の配慮的対応について、以下の 3項目に評定

差が確認された。 

①裁判期日の決定における被害者の都合の 

配慮 (「公判の日程を決めるとき、検察官には

こちらの都合に対する配慮があった」) に群間

差がみられた (F(2,157)=11.34, p<.001)。被害者

参加群の平均がもっとも高くなっており 

(M=3.28)、意見陳述群 (M=2.12)、制度利用なし

群 (M=1.64) との有意な評定差が確認された 

(図 5)。 

 

 
図 5 検察官の対応 (裁判期日の決定における

被害者の都合の配慮) 

 

②裁判内容の都度説明 (「検察官は公判ごと

に、その日の予定や内容について説明してくれ

た」) に群間差が確認された  (F(2,157)=9.30, 

p<.001)。この検察官対応についても、被害者参

加群の評定がもっとも高く (M=3.72)、制度利用

なし群 (M=2.19) との間に有意な差がみられた。

また、意見陳述群 (M=2.91) と制度なし群との

間にも有意差が確認された (図 6)。 

 

 

図 6 検察官の対応 (裁判内容の都度説明) 
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③裁判での代弁 (「検察官はこちらの言いた

いことを公判で代弁してくれた」) にも群間差

が確認された (F(2,155)=3.07, p<.05)。多重比較

の結果、被害者参加群 (M=3.56) と制度利用な

し群 (M=2.67) に有意傾向の差異が (p=.62) が

みられた (図 7)。 

 

 
図 7 検察官の対応 (裁判での代弁) 

 

検察官に対する評価 検察官に対する評価

として、「検察官には被害者の名誉や尊厳に対す

る配慮があった (M=3.10)」、「検察官は信頼でき

る  (M=2.90)」、「検察官には感謝している 

(M=3.03)」の 3項目を尋ねた。3項目の Cronbach

のアルファは.95と高いものであったため、これ

らを合計して項目数で除した変数を「検察官に

対する評価」の合成変数とし、3 群間平均値の

比較を行った。群間には有意差がみられ

(F(2,153)=5.81, p<.01)、多重比較の結果、被害者

参加群 (M=3.80) と制度利用なし群 (M=2.69) 

との間に有意差が確認された (図 8)。 

 

 

 

図 8 検察官に対する評価 
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裁判を通して実現したこと 裁判で実現され 

たこと 8項目に関して平均値比較した結果が 

表 3である。 

 

表 3  裁判を通して実現したこと：裁判関与度合による各得点と多重比較 (ANOVA) 

 
M 

被害者 

参加 
意見陳述 

制度利用

なし 
F値 多重比較 

事件のことを知ることができた 3.18 3.61 3.23 3.00 1.77  

被害者にどんなことが起きたのかを知ることが 

できた 
3.22 3.56 3.38 2.92 2.79  

被害者の最期の様子を知ることができた 2.96 3.29 3.12 2.68 2.26  

なぜ自分や家族が被害にあわねばならなかったの

か知ることができた 
2.44 3.33 2.43 2.17 4.76* 

参加＞なし， 

参加＞陳述 

なぜ加害者がそんなことをしたのか知ることが 

できた 
2.55 3.17 2.60 2.31 2.57  

加害者がどんな人間なのか知ることができた 2.96 3.78 2.92 2.77 3.34* 参加＞なし 

加害者がこれからどのような償いをしようとして

いるのか知ることができた 
1.69 2.11 1.65 1.61 1.51  

裁判によって加害者にふさわしい刑罰が下された 1.44 1.44 1.68 1.13 5.90** 陳述＞なし 

 

8 項目のうち、序論で議論し、また有意な群

間差が認められた、①事件の背景理解 (「なぜ

自分や家族が被害にあわねばならなかったのか

知ることができた」)、②加害者の人物理解 (「加

害者がどんな人間なのか知ることができた」) 

について結果を以下に示す。 

①事件の背景理解 (「なぜ家族が被害にあわ

ねばならなかったのか知ることができた」) に

群間差が確認された (F(2,151)=4.76, p<.05)。多

重比較の結果、被害者参加群がもっとも高くな

り (M=3.33)、意見陳述群 (M=2.43)、制度利用

なし群 (M=2.17) との比較においても有意に高

い結果となった (図 9)。 

 

図 9 裁判で実現したこと (事件の背景理解) 
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②加害者の人物理解 (「加害者がどんな人 

間なのか知ることができた」) においても群間

差がみいだされた (F(2,156)=3.34, p<.05)。被害

者参加群の値がもっとも高く (M=3.78)、多重比

較では制度利用なし群 (M=2.77) との間に有意

差が確認された (図 10)。 

 

 
図 10 裁判で実現したこと 

 (加害者の人物理解) 

 

また、被害者参加群と意見陳述群のみに該当

する設問では、「加害者や証人がウソをついたら

それを指摘する」に有意差がみられ (t(83)=2.07, 

p<.05)、被害者参加群 (M=3.39) が意見陳述群 

(M=2.63) より高い評定となっていた (図 11)。  

 

図 11 裁判で実現したこと 

(加害者の嘘を指摘) 

裁判結果に対する満足度  

①「加害者が犯した罪に見合う判決が得ら 

れた  (M=1.47)」において群間差がみられた

(F(2,165)=4.45, p<.05)。多重比較の結果、意見陳

述群 (M=1.72) と制度利用なし群 (M=1.21) と

の間に有意な差がみられた (図 12)。 

 

 
図 12 裁判結果に対する満足度 

(加害者への適正罰) 

 

②「遺族の心情や意見が反映された法的判 

断だった (M=1.83)」においても群間に有意差が

みられ (F(2,164)=6.57, p<.01)、被害者参加群と

制度利用なし群、および意見陳述群と制度利用

なし群との間に差がみられた (図 13)。 

 
図 13 裁判結果に対する満足度 

(遺族の心情を反映した法的判断) 
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③「被害者の名誉や尊厳は守られた 

(M=2.13)」という項目、つまり、亡くなった被

害者の名誉、尊厳回復についても群間に差がみ

られ  (F(2,163)=3.72, p<.05)、被害者参加群  

(M=2.06) が制度なし群 (M=1.61) と比較して、

有意に高くこれを評定していた (図 14)。 

 

図 14 裁判結果に対する満足度 

(被害者の名誉や尊厳の回復) 

 

④「裁判官にはこちらの気持ちが伝わった 

(M=2.41)」という裁判官への遺族の心情伝達に

ついても (図 15) 群間に有意傾向がみられた

(F(2,158)=2.90, p=0.58)。ただし、多重比較によ

る有意差は確認されなかった。 

 
図 15 裁判結果に対する満足度 

(裁判官への遺族心情伝達) 

⑤裁判結果に対する総合的な満足度：裁判結

果に対する総合的な遺族の満足度に関する 4項

目 (「加害者が犯した罪に見合う判決が得られ

た (M=1.47)」、「遺族の心情や意見が反映された

法的判断だった (M=1.83)」、「被害者の名誉や尊

厳は守られた (M=2.13)」、「裁判官にはこちらの

気持ちが伝わった (M=2.41)」) を合計し、項目

数で除した変数を「裁判結果に対する満足度」

の合成変数とした (4項目の Cronbachのアルフ

ァは.87であった)。 

分散分析の結果、群間に有意な差がみられ 

(F(2,156)=7.79, p<.01）、被害者参加群 (M=2.38)

と制度利用なし群  (M=1.59)、意見陳述群 

(M=2.16) と制度利用なし群との間に有意差が

確認された (図 16)。 

司法信頼に関する重回帰分析結果 司法制

度に対する遺族の信頼が、どのような要因に規

定されているのかを検証するため、繰り返しに

よる単回帰・重回帰分析を行った。調査協力者

の年代と、被害発生年からの経過年数を統制変

数として投入した (図 17)。 

投入した独立変数は、①「裁判結果に対する

満足度」、②「裁判を通して事件真相を理解」 (前

出「なぜ家族が被害にあわねばならなかったの

か知ることができる」、「加害者がどんな人間な

のか知ることができる」の 2項目を合計して項

目数で除した合成変数)、③「検察官に対する評

価」、④「検察官の対応認知」 (前出「公判の日

程を決めるとき、検察官にはこちらの都合に対

する配慮があった」、「検察官は公判ごとに、そ

の日の予定や内容について説明してくれた」、

「検察官はこちらの言いたいことを公判で代弁

してくれた」の 3項目を合計して項目数で除し

た合成変数)の 4 変数であった。その結果、「検

察官の対応認知」から「検察官に対する評価」

への正のパス、「検察官に対する評価」から「裁
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判結果に対する満足度」への正のパス、「裁判結

果に対する満足度」から「司法制度に対する信

頼」への正のパスが有意となった。さらに、「裁

判を通して事件真相を理解」から「裁判結果に

対する満足度」と「司法制度に対する信頼」へ

の正のパスも有意となった。 
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図 16 裁判結果に対する満足度の群間比較 
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検察官の対応認知 

検察官に対する評価 

裁判結果に対する満足度 

裁判を通して事件真相を理解 

司法制度に対する信頼 

.75*** 

.38*** 

.58*** 

.24** 

.18* 

R2=.44 

R2=.24 

図 17 司法制度に対する信頼のプロセスについての階層的重回帰分析 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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4. 考察 
本研究では、交通や殺人などによる死亡事件

の遺族 244名のうち、とりわけ、主たる被疑者

が起訴され少なくとも第一審が終結した事件の

遺族 175名 を対象に、司法制度に対する信頼の

プロセスを検討するとともに、このプロセスに

おける被害者参加・意見陳述制度の効果を確認

した。 

 

調査協力者や被害内容の詳細 

調査協力者である遺族の特徴は以下のとおり

である。まず、全体の約 6割は 50・60歳代であ

った。また、子どもが被害者 (故人) である割

合が、全体の約 70%を占めた。子どもを喪った

親の多さは、犯罪被害者団体の会員にみられる

一般的な特徴であると予想される。なぜなら、

被害者をとりまく状況への問題意識や、「故人の

死を無駄にしたくない」という使命感が、とり

わけ子どもを喪った親に強く、またこの年代は、

会員活動を行う上で必要な時間的・経済的余裕

が比較的ある層だと考えられるためである。し

たがって、本研究における、故人との関係や年

代に関する上記の特徴は、犯罪被害者団体に所

属する被害者一般の特徴が反映されたものとい

えるだろう。 

遺族の心的外傷後ストレス症状は、全体平

均・ハイリスク群の出現率ともに非常に高く、

被害者の死亡事件による影響がきわめて深刻で

あることを示している。 

起訴時の罪名としてもっとも多かったのは交

通事犯であり、次いで殺人・傷害致死の順とな

った。事件前に被害者 (故人) と加害者との面

識はなかったケースが大半であった。なお、第

一審の判決としてもっとも多かったのは有期懲

役であり、その過半数が 5年以下の量刑年数で

あった。 

 

司法制度に対する信頼のプロセス 

検察官の配慮的対応をめぐる遺族の認知は、

検察官に対する肯定的評価を介して、裁判結果

に対する満足度向上につながっていた。さらに、

この満足度は司法制度一般に対する遺族の信頼

向上につながった。具体的には、検察官に対し

て、「裁判日程を決める際、遺族側の都合に対す

る配慮があった」、「言いたいことを公判で代弁

してくれた」、「裁判の都度、内容や予定を説明

してくれた」と認識する遺族ほど、検察官をポ

ジティブに評価した。そして、検察官に対する

遺族の肯定的評価は、自身の裁判結果に対する

満足度を介して、司法制度に対する信頼に結び

ついた。くわえて、自身の裁判を通じて事件の

真相、具体的には、加害者の人物や事件の背景

を把握することができたと遺族が認識するほど、

遺族の裁判結果に対する満足度と、司法制度に

対する信頼が向上した。 

このように、遺族が司法制度に寄せる信頼は、

検察官が配慮ある対応を示してくれたという遺

族の認知や、検察官に対する肯定的な評価、自

身の裁判結果に対する満足度、裁判によって「事

件の真相を知り得た」という実感によって規定

されていた。そして、このような信頼のプロセ

スにおいて、被害者の裁判関与を認める 2つの

制度の効果が確認された。 

 

被害者による裁判関与の効果 

裁判結果に対する満足度 個別事件の裁判

結果に対する遺族の満足感において、被害者に

よる裁判関与制度の効果が確認された。具体的

には、「加害者が犯した罪に見合う判決が得られ

た」、「遺族の心情や意見が反映された法的判断

だった」、「被害者の名誉や尊厳は守られた」、「裁

判官にはこちらの気持ちが伝わった」の 4項目
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すべてにおいて、被害者参加あるいは意見陳述

制度を利用した遺族の評定がもっとも高いもの

となった。すなわち、加害者の適正罰に対する

納得感は全体的に低いものであったが、その中

では、意見陳述制度を利用した遺族の納得感が

相対的に高く、意見陳述制度が遺族の裁判満足

度 (加害者への適正罰) 向上に一定の効果を持

つことが示唆された。また、判決に遺族の心情

が反映されたかどうか、被害者の名誉・尊厳が

守られたかどうか、裁判官にこちらの心情が伝

わったかどうかという点については、すべてに

おいて被害者参加制度を利用した遺族の評定が

もっとも高くなり、これらの満足度向上におい

て、被害者参加制度の利用が有効である可能性

が示された。ただし、もっとも高かった被害者

参加制度を利用した遺族の評定であっても、す

べての項目において理論的中点 (3) を下回っ

ており、これらの満足度は全体的に低いもので

あったといえる。 

また、上記 4項目の合成変数、すなわち、裁

判結果に対する総合的な満足感に着目した場合、

これを認識する程度は、被害者参加制度を利用

した遺族においてもっとも高く、制度を利用し

なかった (利用することができなかった) 遺族

においてもっとも低いものとなった。この結果

は、裁判官が判決文を作成する際、遺族の裁判

関与によって得られた情報や、遺族の心情に対

して一定の配慮を行った可能性を示唆している。

一方で、全体的に裁判結果に対する遺族の満足

度は低く、もっとも高い、被害者参加制度を利

用した遺族の満足度であっても 2.38、もっとも

低い、制度不利用の遺族においては 1.59と、遺

族は基本的に、裁判結果に対して強い不満を抱

いている傾向もまた明らかになった。 

検察官の対応認知・評価 検察官の対応認知

や検察官に対する評価において、裁判関与の効

果は一貫してみいだされた。まず裁判期日の決

定における被害者の都合の配慮については、裁

判に関与し、また関与の度合いが強い遺族ほど、

検察官による配慮があったと認識していた。被

害者参加制度が導入された背景を考慮するなら

ば、この結果は以下の点で意義がある。序論に

示したとおり、被害者は裁判の経過を事件当事

者として見守り、適切に関与したいと希望する

一方で、裁判期日の決定手続きからは除外され

ており (番他, 2006)、そのことへの改善が求め

られていた (犯罪被害者のための施策を研究す

る会, 2004)。仮に、制度導入後も被害者の都合

が考慮されなければ、被害者参加制度は実質的

に被害者の裁判参加を可能にする制度とはいえ

ないだろう。本結果は、被害者参加制度が上記

のような問題の改善に一定の効果をもち、制度

としての実効性を有していることを示した点で

意義がある。 

さらに、検察官による裁判内容についての説

明も、裁判に関与し、かつ関与の度合いが強い

遺族ほど、説明を多く受けたと認識し、また、

被害者参加制度を利用した遺族は、裁判におけ

る検察官の発言がより「遺族の視点を反映して

いる」と捉えていた。これまで、公益を代表す

る検察官と、個別事件における正義を追求する

被害者の視点は必ずしも一致せず、被害者の不

満もまさにその点にあった。しかしながら本研

究結果からは、両制度、特に被害者参加制度の

導入により、検察官がより被害者の視点と一貫

した訴訟活動を行うようになったという可能性

を導き出すことができる。そして実際に、検察

官に対する遺族の信頼は、被害者参加制度を利

用した遺族においてもっとも高くなり、いずれ

の制度も利用することのできなかった、あるい

は利用しなかった遺族においてもっとも低くな

った。被害者参加・意見陳述という 2つの制度
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を利用した遺族の検察官に対する信頼は、とも

に理論的中点 (3) を超えるものとなっており、

上記のような検察官の配慮的対応の認知は、検

察官に対する遺族の肯定的な評価に結びつくこ

とが示された。被害者参加制度の導入前、制度

の実効性は運用、すなわち検察官の対応次第で

あると指摘されていたが (守屋, 2007; 大谷, 

2007)、本研究結果に基づくならば、検察官によ

る制度の運用は、制度の実効性につながる形で

行われていると考えることができるだろう。 

裁判による事件の真相理解 刑事裁判によ

って実現された内容として、本研究では、被害

者が刑事裁判に期待する内容としてしばしば指

摘する「事件の真相理解」を検討した。測定し

た 2つの項目、すなわち、事件の背景に対する

理解と、加害者の人物像に対する理解の程度に

おいても、被害者の裁判関与による効果が確認

され、被害者参加制度を利用した遺族が、次い

で、意見陳述制度を利用した遺族がより、「真相

を把握することができた」と認識していること

が明らかになった。被害者参加制度は、事件に

関する心情や求刑に関する意見を述べるだけで

なく、被告人やその情状証人に対し被害者が質

問を行うことを認めるものである。したがって、

本研究結果は、被害者参加制度を利用した遺族

が、これらの質問権を用いることにより、「事件

の背景や加害者の人物についてより把握するこ

とができるようになった」と認識していること

を示唆するものといえるだろう。 

裁判によるその他の実現事項 前掲した事

件の真相理解の他に、裁判を通して実現できた

事項として、「事件のことを知ることができた」、

「被害者にどんなことが起きたのかを知ること

ができた」、「被害者の最期の様子を知ることが

できた」、「なぜ加害者がそんなことをしたのか

知ることができた」、「加害者がこれからどのよ

うな償いをしようとしているのか知ることがで

きた」、「裁判によって加害者にふさわしい刑罰

が下された」の 6項目についても測定した。「裁

判によって加害者にふさわしい刑罰が下され

た」を除いた 5項目すべてで、有意差は確認さ

れなかったものの、被害者参加制度を利用した

遺族の評定がもっとも高いものとなった。これ

らはすべて、「裁判を通じて事件の詳細をより把

握したい」という被害者の「知る権利」に焦点

を当てており、被害者による質問権を含んだ被

害者参加制度が、これらの要望をある程度満た

していることが推測される。 

なお、「裁判によって加害者にふさわしい刑罰

が下された」という項目は全体的に評定値が低

くなり、遺族が刑罰に対して不満感を抱いてい

ることが本結果からは示唆された。その中で、

意見陳述制度を利用した遺族がより「ふさわし

い刑罰が下された」と認識していることがみい

だされ、意見陳述制度が、遺族にとっての適正

な科刑観に資する可能性が示された。なお、こ

の結果は、裁判結果に対する満足度のうち、「加

害者への適正罰」に対する評価でみいだされた

傾向と整合するものである。 

被害者参加と意見陳述という 2つの制度利用

者の比較を行った「加害者や証人がウソをつい

たらそれを指摘する」という項目では、被害者

参加制度を利用した遺族の評定が相対的に高く

なった。この結果は、心情や意見の表明に終始

する意見陳述制度に比べ、被害者の質問権を含

む被害者参加制度が、「事件の真相を明らかにし

たい」という遺族の要望により沿ったものであ

ることを示唆している。 

司法制度に対する信頼 司法制度に対する

遺族の信頼は、平均値が 1.98 (5件法) と非常に

低いものであった。言い換えれば、遺族は基本

的に、「司法制度を信頼することはできない」と



 

20 

考えているということである。そのような中、

被害者参加制度を利用した遺族と、意見陳述制

度を利用した遺族は、相対的には高い信頼を司

法制度に寄せていることが確認された。つまり、

両制度は、司法制度に対する遺族の不信感を解

消する上で、一定の効果を有していると指摘す

ることができるだろう。そして、これまでの議

論を総合すると、このような効果は、両制度が

検察官の態度にもたらした変化や、遺族の「事

件の真相を知りたい」という要望を、両制度が

ある程度満たしていることに起因している可能

性がある。 

 

本研究の意義と課題 

本研究を通じて明らかになったのは以下の点

である。すなわち、検察官の配慮的対応に対す

る認知は、検察官に対する肯定的な評価と、裁

判結果に対する満足感を介して、司法制度一般

に対する遺族の信頼につながりうること、そし

て、これらのプロセスにおいて、導入された 2

つの裁判関与制度による効果が確認されたこと

である。 

まず意見陳述制度については、これを利用し

た遺族における、検察官による裁判説明の認知、

裁判結果に対する満足感と司法制度に対する信

頼が、両制度とも不利用の遺族に比べて高いも

のとなった。この制度にかかる利用者の労力や

負担が比較的少ないことを考慮すれば、被害者

にとってこの制度は有益なものといえるだろう。 

被害者参加制度については、やはり司法制度

に対する信頼と、裁判結果に対する満足度、検

察官による裁判期日の日程配慮・裁判内容の都

度説明・裁判での代弁に対する認知、検察官に

対する評価、および「裁判により事件や加害者

の詳細を把握することができた」という実感に

おいて、本制度を利用した遺族の認知が、両制

度とも不利用の遺族より高いものとなった。ま

た、検察官による日程配慮と、「裁判によって加

害者の人物像を把握できた」という認知では、

被害者参加制度を利用した遺族と、意見陳述制

度を利用した遺族の間にも差がみられたが、被

害者参加制度を利用した遺族のほとんどは意見

陳述制度も併用していたことから、上記 2つは、

被害者参加制度独自の効果であると結論づける

ことができるだろう。これらの結果は、制度が

異なるため単純比較はできないものの、被害者

の裁判満足度がVISの利用によって向上すると

いう先行研究  (Chalmer et al., 2007; Erez & 

Bienkowska, 1993) とも整合していると考えら

れる。 

犯罪被害者は尊厳をもって処遇される権利を

有することを示した犯罪被害者等基本法の制定

は、従来の刑事司法観――社会秩序の維持とい

う公益を図るために行われるもので、犯罪被害

者はその反射的利益を受けるにすぎない (1990

年 2月 20日最高裁判所判決) ――を根本的に変

えるものであった。本研究はこのような変化に

着目して行われ、その成果は主として刑事政策

上の議論に還元される。すなわち、被害者によ

る裁判参加・意見陳述制度が、遺族による裁判

結果の受容や司法に対する信頼向上に一定の効

果を有していること、つまり、両制度の目的が

ある程度達成されていることを、制度の主たる

利用者である遺族の立場から示した点に、本研

究の意義はあるといえるだろう。 

また本研究結果は、両制度の利用により、少

なくとも「検察官から配慮ある処遇を受けた」

という被害者の認知が増すことを示すものであ

ることから、本研究結果は、被害者が今後、制

度利用を選択する上での有益な参照情報として

位置づけることができるだろう。さらに、本研

究結果は、制度の実現に向けて活動してきた被
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害者――多くはその時点で裁判が終了しており、

したがって制度が実現しても自身は利用するこ

とができなかった5――にとっても、その活動を

総括する上で有意義なものと考えられる。 

一方で、本研究には複数の課題も残された。

第一に、遺族の司法制度に対する信頼や裁判結

果の受容度は非常に低いことが今回明らかにな

ったことから、これをさらに改善させる要因を

特定しなければならない。第二に、被害者参加

制度の制定からさほど年数が経過していないこ

ともあり、この制度を利用した遺族の数が不十

分なものとなった。このことは検定結果にも影

響している可能性があることから、今後は、同

条件に該当する遺族からさらなる協力を得てい

くことが求められる。第三に、本研究は主とし

て犯罪被害者団体に属する会員の協力を得たが、

前掲のとおり、被害者の代表性という点からは

結果の一般化が制限される可能性がある。今後

は、これらの団体との協力関係に加えて、より

広範な被害者との接触が可能な関係省庁・地方

自治体とも連携し、同種の調査を継続的に行っ

ていく必要があるといえるだろう。 

5. まとめ 
被害者参加制度を利用した遺族にみられた特

徴は、以下のとおりである。 

・司法制度に対する信頼がもっとも高い 

・検察官の配慮的対応認知 (裁判期日の決定に

おける被害者都合の配慮) がもっとも高い 

・検察官の配慮的対応認知 (裁判内容の都度説

明) がもっとも高い 

・検察官の配慮的対応認知 (裁判での代弁) が

                                                        
 
5 殺人事件の遺族であり、犯罪被害者団体の幹
事を務めた弁護士の岡村 (2007) は、「新たな
被害者を自分たちと同じ目に遭わせたくない」

という一心で活動してきた、と述べている。 

もっとも高い 

・検察官に対する評価がもっとも高い 

・「裁判を通して事件の背景を理解することがで

きた」という認知がもっとも高い 

・「裁判を通して加害者の人物を把握することが

できた」という認知がもっとも高い 

・「裁判を通して加害者側のウソを指摘すること

ができた」という認知が相対的に高い 

・裁判結果に対する満足度 (心情の法的判断へ

の反映) がもっとも高い 

・裁判結果に対する満足度 (被害者の名誉遵守) 

がもっとも高い 

・裁判結果に対する総合的な満足度がもっとも

高い 

 

 意見陳述制度を利用した遺族にみられた特徴

は、以下のとおりである。 

・司法制度に対する信頼が相対的に高い 

・検察官の配慮的対応認知 (裁判内容の都度説

明) が相対的に高い 

・裁判結果に対する満足度 (加害者への適正罰) 

がもっとも高い 

・裁判結果に対する満足度 (心情の法的判断へ

の反映) が相対的に高い 

・裁判結果に対する総合的な満足度が相対的に

高い 
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